
瀬戸市デジタルリサーチパークセンター条例施行規則の一部を改正する

規則をここに公布する。 

平成２３年９月８日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

瀬戸市規則第２９号 

瀬戸市デジタルリサーチパークセンター条例施行規則の一部を改正

する規則 

瀬戸市デジタルリサーチパークセンター条例施行規則（平成１５年瀬戸

市規則第７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （開館時間） 

 第３条 センターの開館時間は、午前９時から午

後５時までとする。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要

があると認めるときは、開館時間を変更するこ

とができる。 

 （休館日） 

 第４条 センターの休館日は、次のとおりとす

る。 

 ⑴ 月曜日（この日が国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日となるときは、その翌日以後において、そ

の日に最も近い日で同法に規定する休日でな

い日とする。） 

 ⑵ １月１日から同月４日まで及び１２月２８

日から同月３１日まで 

 ２ 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要



があると認めるときは、休館日を変更し、又は

臨時に休館することができる。 

（使用期間の制限） （使用期間の制限） 

第３条 ＜省略＞ 第５条 ＜省略＞ 

（使用の許可） （使用の許可） 

第４条 ＜省略＞ 第６条 ＜省略＞ 

（許可事項の変更） （許可事項の変更） 

第５条 ＜省略＞ 第７条 ＜省略＞ 

（使用許可の取下げ） （使用許可の取消し） 

第６条 使用者は、施設等の使用の許可の取下げ

をしようとするときは、瀬戸市デジタルリサー

チパークセンター使用許可申請取下届（以下

「取下届」という。）に使用許可書又は使用変

更許可書を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

第８条 使用者は、施設等の使用の許可の取消し

をしようとするときは、瀬戸市デジタルリサー

チパークセンター使用許可取消届（以下「取消

届」という。）に使用許可書又は使用変更許可

書を添付して市長に提出しなければならない。 

（許可書の提示） （許可書の提示） 

第７条 使用者は、施設等を使用しようとすると

きは、使用許可書又は使用変更許可書を係員に

提示し、施設等の使用に必要な指示を受けなけ

ればならない。 

第９条 使用者は、施設等を使用しようとすると

きは、使用許可書又は使用変更許可書を職員に

提示し、施設等の使用に必要な指示を受けなけ

ればならない。 

 （附属設備の使用料）  

第８条 条例別表第２の規則で定める額は、別表

に定めるとおりとする。 

 

（使用料の還付） （使用料の還付） 

第９条 条例第８条ただし書の規定により還付す

ることができる使用料の額は、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。 

第１０条 条例第８条ただし書の規定により還付

することができる使用料の額は、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額と

する。 

 ⑴及び⑵ ＜省略＞  ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

⑶ 使用の日前３０日までに取下届の提出を受

けた場合 既納使用料の額に相当する額 

⑶ 使用の日前３０日までに取消届の提出を受

けた場合 既納使用料の額に相当する額 

⑷ 使用の日前７日までに取下届の提出を受け

た場合 既納使用料の額の１００分の５０に

⑷ 使用の日前７日までに取消届の提出を受け

た場合 既納使用料の額の１００分の５０に



相当する額 相当する額 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第１０条 ＜省略＞ 第１１条 ＜省略＞ 

（入館の制限） （入館の制限） 

第１１条 ＜省略＞ 第１２条 ＜省略＞ 

（入館者及び使用者の遵守事項） （入館者及び使用者の遵守事項） 

第１２条 ＜省略＞ 第１３条 ＜省略＞ 

（損傷等の届出） （損傷等の届出） 

第１３条 ＜省略＞ 第１４条 ＜省略＞ 

（指定管理者に管理を行わせる場合の読替規

定） 

 

第１４条 条例第１５条の規定により、指定管理

者に管理を行わせる場合は、第２条から第１３

条まで（第１２条第２号を除く。）の規定中

「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用

者」とあるのは「利用者」と、「使用」とある

のは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管

理者」と、「使用許可」とあるのは「利用許

可」と、「使用変更」とあるのは「利用変更」

と読み替えるものとする。 

 

別表（第８条関係）  

 

区分 単位 金額 備考 

インターネ

ットコーナ

ー貸出用パ

ーソナルコ

ンピュータ 

１台１

時間 

円 

110 

研修会、講

習会等に限

り 対 象 と

し、一般開

放による使

用は無料と

する。 

モノクロプ １枚 20  

 



リンター    

カラーレー

ザープリン

ター 

１枚 110  

動画編集装

置 

一式１

時間 

1,050  

画像編集装

置 

１台１

時間 

110  

多次元動的

ベクトル編

集装置 

一式１

時間 

2,100  

情報入力端

末 

１台１

時間 

120  

個体出力装

置 

一式１

時間 

1,310  

テレビ会議

室システム 

一式１

時間 

840  

 

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日前に交付された使用許可書及び使用変更許可書は、

この規則による改正後の規定により交付されたものとみなす。 


